
≪取手リトルシニア野球協会 後援会 規約≫ 
 
第１章  総 則 
 
  (名 称) 
第１条 本会は、取手リトルシニア野球協会後援会と称する。 
 

(事 務 局) 
第２条 本会の事務局は、茨城県取手市宮和田 384‐1 ボディサロンレアル内に置く。 
   TEL 090-1611-0990  Mail  Adress：info@bodysalon-real.com 
 

(目 的) 
 第 3 条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、取手リトルシニア野球協会の活動を

側面から支援し、これの発展に寄与することを目的とする。 
 
  (事 業) 
 第 4 条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
   １ 会相互の親睦と情報交換のための事業 
   ２ 取手リトルシニア野球協会運営に対する協力事業 
   ３ 取手リトルシニア野球協会会員への支援事業 
   ４ その他、目的を達成するために必要な事業 
 
  (総 会) 
 第 5 条 定例総会は、毎年 9 月に開催するものとし、会長がこれを召集する。 また、

会長が必要と認めたときには臨時総会を開催するものとする。 
     また、総会並びに議決は会員の過半数の同意により成立するものとする。 
     なお、総会に付議すべき議案で緊急を要する場合は、役員会により専決し次期

総会で承認を得るものとする。 
 
  (会 員) 
 第 6 条 本会は、第 3 条の目的に賛同し、次の各号に該当するものとする。 
   １ 取手リトルシニア野球協会 OB 及び、取手リトルシニア野球協会父母会 OB と

し、加入は任意とする 
   ２ 前号の該当者以外において、本会の目的に賛同し会員となることを希望するも

の 
 
  (会 費) 
 第 7 条 本会の会費は年会費として、法人は 1 口 10,000 円、個人は 1 口 5,000 円とし、

これを運営全般に当てるものとする。 
 
  (会計年度) 
 第 8 条 本会の会計年度は、9 月 1 日より翌年 8 月 31 日までとする。 



 
 
第 2 章  役 員 
 
  (役 員) 
 第 9 条 本会に次の役員を置き、その任務に当たるものとする。 
   １ 会長 1 名   本会を代表し、会務を総括する 

２ 副会長 1 名  会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務に当たる 
   ３ 事務局 1 名  本会の会務、事業を代表して執行するもの 

４ 会計 1 名   本会の会計事務を処理するもの 
５ 監査 1 名   本会の会計、会務を監査するもの 

 
  (任 期) 
 第 10 条 役員は、会員より総会において選出し、任期は 1 年とするが、再任は妨げな

いものとする。 
 
 
附 則 
 
  (改 正) 
 第 1 条 本会の規約は、総会の議決により改正することができる。 
 
  (施 行) 
 第 2 条 本会規約は、平成 22 年 9 月 1 日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


